
庄内広域水道企業団職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則をここに公布する。 
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庄内広域水道企業団規則第１０号 

庄内広域水道企業団職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、庄内広域水道企業団職員の高齢者部分休業に関する条例（令和８年

庄内広域水道企業団条例第２１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（高齢者部分休業） 

第２条 条例第２条に規定する高齢者部分休業に係る手続については、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

（１）鶴岡市から派遣されている職員 鶴岡市職員の高齢者部分休業に関する条例施行

規則（令和５年鶴岡市規則第１５号）の適用を受ける鶴岡市職員の例による。 

（２）酒田市から派遣されている職員 酒田市上下水道事業企業職員の修学部分休業及

び高齢者部分休業に関する規程（平成１９年酒田市企業管理規程第３号。高齢者部

分休業に係る部分に限る。）の適用を受ける酒田市職員の例による。 

（その他） 

第３条 この規則に規定するもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、企

業長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

庄内広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、庄内広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例（令和８年庄内

広域水道企業団条例第１９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（育児休業等） 

第２条 条例の施行については、次の号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところに

よる。 

（１）鶴岡市から派遣されている職員 鶴岡市職員の育児休業等に関する条例施行規則



（平成１７年鶴岡市規則第４５号）の適用を受ける鶴岡市職員の例による。 

（２）酒田市から派遣されている職員 酒田市職員の育児休業等に関する条例施行規則

（平成１７年酒田市規則第４０号。以下「酒田市育児休業規則」という。）の適用を

受ける酒田市職員の例による。 

（３） 庄内町から派遣されている職員 庄内町職員の育児休業等に関する条例施行規則

（平成１７年庄内町規則第３６号）の適用を受ける庄内町職員の例による。 

２ 職員のうち非常勤である職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条

の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）の育児休業及び部分休業に

ついては、前項の規定にかかわらず酒田市育児休業規則の適用を受ける職員の例による。 

（その他） 

第３条 この規則に規定するもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、企

業長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


